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の び の び宅 老 所

介護保険法の改正に伴う

　　　　　　　デイサービスの変更のご案内

　いつも、「宅老所のびのび」の活動にご協力いただき、ありがとう
ございます。
　この４月の介護保険法の改正に伴い、宅老所のびのびデイサービス
センターにおいても、営業時間、利用料についての変更があります。

　①　営業時間　６時間以上８時間未満の廃止に伴い、５時間以上７時間未満に変更します。

•　現在の営業時間

　９時３０分から１６時まで

•　４月１日からの営業時間

　１０時から１５時３０時まで

営業開始時間が３０分遅くなりますが、朝のお迎えの時間は大き
く変わりません。今までどおり８時３０分から出発します。帰り
の出発が１５時３０分となり３０分早まります。今までより、ご
自宅に到着するのが、少し早くなることになります。

②　利用料　５時間以上７時間未満と営業時間が短くなったため、基本料金が変わります。

•　現在の基本利用料 ▶ •　４月１日からの基本利用料

この４月の改正で介護職員の処遇を向上する
ために設けられた加算です。介護保険部分の
利用料に1.9％を乗じた額になります。介護職
員の賃金になります。

要支援１（一月ごと）2,226円
要支援２（一月ごと）4,353円

要介護１（一回ごと）  790円
要介護２（一回ごと）  922円
要介護３（一回ごと）1,055円
要介護４（一回ごと）1,187円
要介護５（一回ごと）1,320円

▶

要支援１（一月ごと）2,099円
要支援２（一月ごと）4,205円

要介護１（一回ごと）　700円
要介護２（一回ごと）　825円
要介護３（一回ごと）　950円
要介護４（一回ごと）1,074円
要介護５（一回ごと）1,199円

•　新しい加算料金
　介護職員処遇改善加算のご負担をお願いいたします。
　　　利用料（保険給付分＋利用者負担分）×1.9％
　　

※要介護１〜５の方の入浴加算は、４月１日以降も50円となっています。

ご不明な点がありましたら、
スタッフまでお尋ね下さい。
また、お迎えの時間や、利
用時間の延長についても遠
慮なくご相談ください。
できるかぎりご希望にそえる
ようにいたします。

例：要介護１の方の１回分
 （7000円 基本分 ＋ 500円 入浴）×1.9＝142.5円


